
 

尼崎市公印規則運用要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、尼崎市公印規則（昭和２７年尼崎市規則第２６号。以下「規則」とい

う。）第１９条に基づき公印に関して必要な事項を定めるものとする。 

（印章公印の作成基準） 

第２条 印章公印の名称、寸法及び書体の基準は、別表１のとおりとする。 

２ 印章公印の形式は、方形の印面の周囲に一条の枠をつけ、その中に行政機関等の名称又

は行政機関の長若しくは職員の役名を明瞭な字体をもって、浮き彫りにする。この場合、

名称又は役名の末尾に「印」又は「之印」の文字を加えてもよい。 

３ 押印する文書等の押印欄の都合等により別表１に定める寸法により難い場合は、第１

項の規定にかかわらず、縮小又は拡大して作成することができる。 

４ 押印する文書等の押印欄の都合等により方形により難い場合は、第２項の規定にかか

わらず、円形等にすることができる。 

５ 専用公印の名称は、原則として一定範囲の事務に使用されることを示すものでなけれ

ばならない。 

６ 公印の材質は、つげ材、黒水牛材等容易に摩滅したり、腐食したりしないものとする。 

（印章公印の保管） 

第３条 印章公印管理者は、印章公印を使用しないときは、施錠可能な保管場所に収納する

等、厳重に保管しなければならない。 

（印章公印にかかる事故の報告） 

第４条 印章公印管理者は、印章公印について盗難、紛失、毀損、不正使用等の事故があっ

たときは、直ちに印章公印事故報告書（様式第１号）により、公印管理課長に報告しなけ

ればならない。 

（印章公印の名称等） 

第５条 印章公印の名称、寸法、書体、ひながた、使用区分、個数及び当該印章公印管理者

は、別表２のとおりとする。 

（印章公印の新設等にかかる申請）  

第６条 印章公印の新設、使用区分の変更及び廃止を行うときは、各申請書（様式第２号）

を公印管理課長に提出するものとする。 



 

（印章公印台帳） 

第７条 印章公印は、印章公印台帳（様式第３号）により登録するものとする。 

（印章公印の事前押印）  

第８条 印章公印を事前押印することができる文書は、事務遂行上印章公印の印影の印刷

による場合よりも経済的かつ合理的と認められ、かつ次の各号に定める場合とする。 

⑴ 住民の権利義務に関するもので、事務を迅速に行う必要のある文書 

⑵ 住民サービスの向上をもたらすものであって、かつ、不正使用を防止することができ

る文書 

２ 前項各号に掲げる文書に事前押印を求める課の長は、事前押印承認依頼書（様式第４号）

を印章公印管理者に提出し、承認を得なければならない。 

３ 前項の承認を受けた課の長は、事前押印された文書について、使用枚数及び在庫枚数を

把握し、適正に在庫管理を行わなければならない。 

（印章公印の印影の印刷） 

第９条 印章公印の印影を印刷することができる文書は、次の各号に定める場合とする。 

⑴ 住民の権利義務に関する文書 

⑵ 住民サービスの向上をもたらすものであって、かつ、不正使用を防止することができ

る文書 

⑶ 押印枚数が大量であり、印影印刷を行うことで事務の効率化が図られる文書 

２ 印章公印の印影の印刷を行おうとする課の長は、印影印刷承認依頼書（様式第５号）を

印章公印管理者に提出し、承認を得なければならない。 

３ 前項の承認を受けた課の長は、印影印刷された文書について、使用枚数及び在庫枚数を

把握し、適正に在庫管理を行わなければならない。 

（電子公印の標章の作成基準） 

第１０条 電子公印の標章は、印章公印台帳に登録されている印章公印の印影に限る。ただ

し、電子公印を作成した後、標章の根拠となった印章公印が廃止された場合は、この限り

でない。 

（電子公印の管理） 

第１１条 電子公印管理者は、電子公印の標章データの盗用、改ざん等不正使用のないよう、

当該電子計算機等を厳格に管理しなければならない。 

２ 電子公印を使用する課の長は、電子公印に係る標章が出力された文書について、使用枚



 

数を把握し、適正に管理を行わなければならない。 

（電子公印の標章に係る不正使用の報告） 

第１２条 電子公印管理者は、電子公印の標章に係る不正使用等があったときは、直ちに電

子公印不正使用報告書（様式第６号）により、公印管理課長に報告しなければならない。 

（電子公印の名称等） 

第１３条 電子公印の名称、書体、ひながた、使用区分及び当該電子公印管理者は、別表３

のとおりとする。 

（電子公印の新設等にかかる申請） 

第１４条 電子公印の新設、使用区分の変更及び廃止を行うときは、各申請書（様式第７号）

を公印管理課長に提出するものとする。 

（電子公印台帳） 

第１５条 電子公印は、電子公印台帳（様式第８号）により登録するものとする。 

（公印の押印等を必要とする文書等） 

第１６条 印章公印の押印又は電子公印に係る標章の出力を必要とする文書の基準は、次

の各号に定める場合とする。 

 ⑴ 法令により押印又は標章の出力が求められる場合 

 ⑵ 行政行為の形式上の要件として必要がある場合 

 ⑶ 行政行為の存在が客観的に認識される必要がある場合 

 ⑷ 行政執行上の配慮から押印又は標章の出力の必要がある場合 

２ 次の各号に掲げる文書は、印章公印の押印又は標章の出力を必要としない。 

 ⑴ 庁内各課及び事業所の相互間における往復文書 

 ⑵ 行事等の通知文、招待状、案内状、挨拶状等の書簡 

 ⑶ 照会に対する回答等、直接法律効果を生じない文書 

 ⑷ 刊行物、資料等の送付文書 

 ⑸ 軽易な庁外文書で印刷に付したもの 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、総務局長が別に

定める。 

  付 則 

この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 



 

  付 則 

この要綱は、平成２９年６月１５日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３０年１月４日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３０年７月２日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３０年１２月３日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和２年１０月１５日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和６年６月１５日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和７年４月３０日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和８年４月３０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表１ 印章公印の作成基準 

種別 区分 名称 
寸法 

（㎜） 
書体 

一般公印 

市長印 兵庫県尼崎市長之印 方 21 てん書 

局長印 尼崎市○○局長（之）印 方 18 れい書 

その他職印 尼崎市○○長（之）印 方 18 れい書 

その他庁印 尼崎市○○（之）印 方 20 れい書 

専用公印 
市長印 尼崎市長○○事務専用（之）印 方 20 てん書 

その他 尼崎市○○事務専用（之）印 方 20 れい書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（様式第１号） 

尼 第   号  

                                年 月 日  

公 印 管 理 課 長 様 

                  印章公印管理者     課長  

印章公印事故報告書 

印章公印に事故がありましたので、次のとおり報告します。 

事故のあった 

印章公印の名称 
 印章公印台帳番号    

事 故 の 種 別 □盗難   □紛失   □毀損   □不正使用 □その他 

 

 

事 故 の 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 故 後 の 処 理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再 発 防 止 策 

 

 

 

 

 

 

 

以 上   

 

 



 

 

 

（様式第２号）－１ 

尼 第   号  

                                年 月 日  

公 印 管 理 課 長 様 

課長  

印章公印新設申請書 

尼崎市公印規則第６条第２項の規定に基づき、印章公印の新設について次のとおり申請

します。 

１ 新設する印章公印の名称等 

 ⑴ 名称 

    

 ⑵ 使用区分 

    

⑶ 書体・寸法・種別・材質 

・てん書  ・れい書 

・方 ｍｍ 

  ・一般公印 ・専用公印 

  ・つげ材  ・黒水牛角  ・その他（  ） 

 ⑷ ひながた     

 

 

 

 

 ⑸ 理由 

    

２ 使用開始日 

年 月 日 

３ 印章公印を保管する課 



 

 

以 上   

（様式第２号）－２ 

尼 第   号  

                                年 月 日  

公 印 管 理 課 長 様 

印章公印管理者     課長  

印章公印使用区分変更申請書 

尼崎市公印規則第６条第２項の規定に基づき、印章公印の使用区分の変更について次の

とおり申請します。 

１ 使用区分を変更する印章公印の名称等 

 ⑴ 名称 

    

 ⑵ 印章公印台帳番号 

    

 ⑶ 現在の使用区分 

    

 ⑷ 変更後の使用区分 

    

 ⑸ 理由 

    

２ 使用区分変更日 

  年 月 日 

以 上   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（様式第２号）－３ 

尼 第   号  

年 月 日  

公 印 管 理 課 長 様 

印章公印管理者     課長  

印章公印廃止申請書 

尼崎市公印規則第６条第３項の規定に基づき、印章公印の廃止について次のとおり申請

します。 

１ 廃止する印章公印の名称等 

 ⑴ 名称 

    

 ⑵ 印章公印台帳番号 

    

 ⑶ 廃止する理由 

    

２ 廃止日 

年 月 日 

以 上   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（様式第３号） 

 

 

 

 

 

書　　体
□てん書
□れい書

寸　法
方
径
だ円

印章公印
管　理　者

種　別

告示の年月
日及び番号

年　月　日
尼崎市告示第　　号

使　用
開　始
年月日

備　　考

（廃止時）

廃止の理由

廃止の
年月日

告示の年月
日及び番号

名　　称

使　　用
区　　分

№

ひ
な
が
た

印　章　公　印　台　帳 整理番号

ミリメートル

□一般公印
□専用公印

年　　月　　日

印
　
　
　
影

年　月　日
尼崎市告示第　　号

廃
止
す
る
直
前
の
印
影



 

 

 

（様式第４号） 

事前押印承認依頼書 

 承認番号  

尼  第   号  

   年 月 日  

           様 

課長 

 次のとおり事前押印の承認をお願いします。 

帳票等の標題 

 

印章公印の名称 

 

事前押印を要する理由 

 

 

事前押印見込数 

                         枚 

押印後の帳票等の取扱責任者（役名） 

                  （   ） 

押印後の帳票等の管理方法及び書損分の処理方法 

 

 

※事前押印を行う帳票等の見本を添付

してください。 

印章公印管理者決裁欄        ・  ・ 

承認します 

 課長    係 

 



 

 

 

（様式第５号） 

印影印刷承認依頼書 

 承認番号  

尼  第   号  

   年 月 日  

           様 

課長 

 次のとおり印影印刷の承認をお願いします。 

帳票等の標題 

 

印章公印の名称 

 

印影印刷を要する理由 

 

 

印刷見込数 

                         枚 

１ 印刷の発注先  □庁内         □庁外 

２ 原版の処理方法 □印章公印管理者に返却 □その他（           ） 

３ 印影の大きさ  □原寸         □その他（方  ㎜） 

印影印刷された帳票等の取扱責任者（役名） 

                  （   ） 

印影印刷された帳票等の管理方法及び書損分の処理方法 

 

 

※印影印刷を行う帳票等の見本を添付

してください。 

印章公印管理者決裁欄        ・  ・ 

承認します 



 

 課長    係 

（様式第６号） 

尼 第   号  

                                年 月 日  

公 印 管 理 課 長 様 

                  電子公印管理者     課長  

電子公印不正使用報告書 

電子公印の標章について、不正使用がありましたので、次のとおり報告します。 

不 正 使 用 さ れ た 

電 子 公 印 の 名 称 
 電子公印台帳番号    

不 正 使 用 の 種 別 □標章データの盗用 □標章データの改ざん □その他不正使用 

不 正 使 用 

事 案 の 内 容 

 

 

 

 

 

不 正 使 用 

後 の 処 理 

 

 

 

 

 

再 発 防 止 策 

 

 

 

 

 

以 上   

 



 

 

 

 

（様式第７号）－１ 

尼 第   号  

年 月 日  

  公 印 管 理 課 長 様 

課長  

電子公印新設申請書 

尼崎市公印規則第１３条第２項の規定に基づき、電子公印の新設について次のとおり申

請します。 

１ 新設する電子公印の名称等 

 ⑴ 名称 

    

 ⑵ 使用区分 

    

⑶ 書体・種別 

 ・てん書  ・れい書 

  ・一般公印 ・専用公印 

 ⑷ 電子公印を記録する電子計算機名及びそれを所管する課 

        システム（    課）     

 ⑸ 出力する標章のひながた 

 

 

 

 

 ⑹ 標章とする印章公印の印章公印台帳整理番号 

    

２ 使用開始日 

年 月 日 



 

以 上   

 

 

（様式第７号）－２ 

尼 第   号  

年 月 日  

公 印 管 理 課 長 様 

電子公印管理者     課長  

電子公印使用区分変更申請書 

尼崎市公印規則第１３条第２項の規定に基づき、電子公印の使用区分の変更について次

のとおり申請します。 

１ 使用区分を変更する電子公印の名称等 

 ⑴ 名称 

 

 ⑵ 電子公印台帳番号 

    

 ⑶ 現在の使用区分 

 

 ⑷ 変更後の使用区分 

 

 ⑸ 理由 

 

２ 使用区分変更日 

年 月 日 

以 上   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（様式第７号）－３ 

尼 第   号  

年 月 日  

公 印 管 理 課 長 様 

電子公印管理者     課長  

電子公印廃止申請書 

尼崎市公印規則第１３条第３項の規定に基づき、電子公印の廃止について次のとおり申

請します。 

１ 廃止する電子公印の名称等 

 ⑴ 名称 

 

 ⑵ 電子公印台帳番号 

 

 ⑶ 廃止する理由 

 

２ 廃止日 

年 月 日 

以 上   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（様式第８号） 

 

 

 

電子公印を
記録する電
子計算機名

書　　体
□てん書
□れい書

寸　法
方
径
だ円

電子公印
管　理　者

種　別

備　　考

（廃止時）

廃止の理由

廃止の
年月日

告示の年月
日及び番号

標章とした印章公印の

印章公印台帳整理番号

１２

□一般公印
□専用公印

出
力
さ
れ
た
標
章

年　月　日
尼崎市告示第　　号

年　月　日
尼崎市告示第　　号

使　用
開　始
年月日

　年　月　日
告示の年月
日及び番号

電子公印台帳 整理番号 №

名　　称 ひ
な
が
た使　　用

区　　分



 

 

 

 

電子公印台帳別記 

所属名           

電子公印を記録する電子計算機名 標章を出力する帳票 倍率 サイズ（mm） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



別表２　印章公印の名称等

整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

尼

崎

市

総

務

局

長

之

印

尼 崎 市 長

契 約 事 務

専 用 之 印

尼

崎

市

固

定

資

産

評

価

員

之

印

尼 崎 市 長

衛 生 研 究

所専用之印

尼 崎 市 立

衛 生 研 究

所 長 之 印

尼 崎 市 民

生 委 員 推

薦 会 委 員

長 之 印

尼崎市国民

健康保険運

営協議会長

之 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

れい書

尼崎市固定資産評価員
之印

れい書

れい書

れい書

てん書

れい書

れい書

14

れい書

てん書

尼崎市総務局長之印15

方12ミリ

公文書管理・統
計担当課長

公文書管理・統
計担当課長

市長名で施行する表彰状等専用

1

1

尼崎市立衛生研究所長
之印

方35ミリ兵庫県尼崎市長之印 てん書

税務管理課長固定資産評価員名をもってする文書方21ミリ れい書

19

12 方21ミリ兵庫県尼崎市長之印 てん書

尼崎市民生委員推薦会
委員長之印

50

方20ミリ
尼崎市長契約事務専用
之印

総務局企画管理
課長

総務局長名をもってする文書方21ミリ

方18ミリ

48

20

衛生研究所所管事務専用方20ミリ
尼崎市長衛生研究所専
用之印

契約課長

1

1

ひながた

1

1

検査成績書専用

1

1契約課の所管に属する契約事務専用

市長名で施行する文書

47

衛生研究所長

衛生研究所長

福祉課長委員長名をもってする文書

国保年金管理担
当課長

会長名をもってする文書方20ミリ
尼崎市国民健康保険運
営協議会長之印

68

国保年金課長国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印71

国保年金課長国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印73

国保年金課長国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印72

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎 市 長

国民年金事

務専用之印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

てん書

てん書

れい書

国保年金課長国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印75

国保年金課長国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印77

国保年金課長国民年金事務専用方20ミリ
尼崎市長国民年金事務
専用之印

79

市民課長
市民課所管の中長期関係事務並びにこの事
務に基づく証明、回答及び報告事務専用

方20ミリ兵庫県尼崎市長之印85

阪神尼崎サービ
スセンター担当
課長

阪神尼崎サービスセンター所管の戸籍法、住民
基本台帳法、地方税法及び墓地、埋葬等に関す
る法律関係事務、尼崎市印鑑条例関係事務、成
年被後見人関係事務、破産者名簿関係事務並び
に外国人登録原票に関する証明事務専用

方20ミリ兵庫県尼崎市長之印95

阪急塚口サービ
スセンター所長

国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印97

国保年金課長国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印74

国保年金課長国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印76

JR尼崎サービス
センター担当課
長

国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印103

国保年金課長国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印78

JR尼崎サービス
センター担当課
長

国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印105

JR尼崎サービス
センター担当課
長

国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印104

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎

市 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

尼 崎

市 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

尼 崎 市 都

市 計 画 審

議会長之印

尼 崎 市 長

住居表示事

務専用之印

尼 崎 市 長

土 地 区 画

整 理 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市

建 築 審 査

会 長 之 印

尼 崎 市 長

建築行政事

務専用之印

尼 崎 市

建 築 主

事 之 印

尼

崎

市

消

防

局

之

印

尼

崎

市

消

防

長

之

印

てん書

れい書

てん書

れい書

れい書

てん書

れい書

てん書

れい書

てん書

れい書

れい書

JR尼崎サービス
センター担当課
長

国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印106

阪急塚口サービ
スセンター所長

国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印130

都市計画課長会長名をもってする文書方20ミリ
尼崎市都市計画審議会
長之印

163

阪急塚口サービ
スセンター所長

阪急塚口サービスセンター所管の戸籍法、
住民基本台帳法、地方税法及び墓地、埋葬
等に関する法律関係事務、尼崎市印鑑条例
関係事務、成年被後見人関係事務、破産者
名簿関係事務並びに外国人登録原票に関す
る証明事務専用

方20ミリ兵庫県尼崎市長之印128

JR尼崎サービス
センター担当課
長

JR尼崎サービスセンター所管の戸籍法、住民基
本台帳法、地方税法及び墓地、埋葬等に関する
法律関係事務、尼崎市印鑑条例関係事務、成年
被後見人関係事務、破産者名簿関係事務並びに
外国人登録原票に関する証明事務専用

方20ミリ兵庫県尼崎市長之印155

都市計画課長住居表示に関する事務専用方20ミリ
尼崎市長住居表示事務
専用之印

164

都市計画課長土地区画整理事務専用方20ミリ
尼崎市長土地区画整理
事務専用之印

168

建築指導課長会長名をもってする文書方20ミリ
尼崎市建築審査会長之
印

173

建築指導課長建築行政事務専用方20ミリ
尼崎市長建築行政事務
専用之印

174

建築指導課長建築主事名で施行する文書方18ミリ尼崎市建築主事之印175

消防局企画管理
課長

消防局名をもってする文書方35ミリ尼崎市消防局之印177

消防局企画管理
課長

消防長名をもってする文書方24ミリ尼崎市消防長之印179

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼

崎

市

長

消

防

局

専

用

之

印

尼 崎 市 消

防 局 予 防

課 長 之 印

尼

崎

市

中

消

防

署

之

印

尼 崎 市

中 消 防

署 長 印

尼 崎 市 長

中 消 防 署

専 用 之 印

尼 崎 市

中 消 防

署 之 印

尼 崎 市

中 消 防

署 長 印

尼

崎

市

東

消

防

署

之

印

尼 崎 市

東 消 防

署 長 印

尼 崎 市 長

東 消 防 署

専 用 之 印

尼

崎

市

西

消

防

署

之

印

尼

崎

市

西

消

防

署

長

印

れい書

れい書

れい書

れい書

てん書

れい書

れい書

れい書

れい書

てん書

れい書

れい書

予防課長予防課長名をもってする文書方21ミリ
尼崎市消防局予防課長
之印

182

中消防署長中消防署長名をもってする文書方21ミリ尼崎市中消防署長印185

消防局企画管理
課長

⑴　消防法及び石油コンビナート等災害防
止法の規定に基づく許可、認可、検査及び
通知事務専用
⑵　消防局が所管する契約に関する事務

方21ミリ
尼崎市長消防局専用之
印

181

中消防署三和分
署長

中消防署三和分署所管事務のうち中消防署
名をもってする文書

方36ミリ尼崎市中消防署之印187

中消防署長中消防署名をもってする文書方36ミリ尼崎市中消防署之印184

東消防署長東消防署名をもってする文書方36ミリ尼崎市東消防署之印189

中消防署長危険物製造所等の仮使用承認事務専用方20ミリ
尼崎市長中消防署専用
之印

186

東消防署長危険物製造所等の仮使用承認事務専用方20ミリ
尼崎市長東消防署専用
之印

191

中消防署三和分
署長

中消防署三和分署所管事務のうち中消防署
長名をもってする文書

方21ミリ尼崎市中消防署長印188

西消防署長西消防署長名をもってする文書方18ミリ尼崎市西消防署長印193

東消防署長東消防署長名で施行する文書190 方18ミリ尼崎市東消防署長印

西消防署長西消防署名をもってする文書方36ミリ尼崎市西消防署之印192

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 長

西 消 防 署

専 用 之 印

尼

崎

市

北

消

防

署

之

印

尼 崎 市 長

北 消 防 署

専 用 之 印

尼

崎

市

北

消

防

署

長

印

尼 崎 市

北 消 防

署 之 印

尼 崎 市

北 消 防

署 長 印

尼 崎 市 環

境 影 響 評

価 審 議 会

長 之 印

尼 崎 市 長

公 園 事 務

専 用 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

之 印

尼 崎 市

消 防 局

情 報 指 令

課 長 之 印

尼 崎 市

西 消 防

署 之 印

尼 崎 市

西 消 防

署 長 印

てん書

れい書

てん書

れい書

れい書

れい書

れい書

てん書

れい書

れい書

れい書

れい書

北消防署長北消防署名をもってする文書方36ミリ尼崎市北消防署之印195

北消防署長北消防署長名をもってする文書方21ミリ尼崎市北消防署長印197

西消防署長危険物製造所等の仮使用承認事務専用方20ミリ
尼崎市長西消防署専用
之印

194

北消防署園田分
署長

北消防署園田分署所管事務のうち北消防署
長名で施行する文書

方21ミリ尼崎市北消防署長印199

北消防署長危険物製造所等の仮使用承認事務専用方20ミリ
尼崎市長北消防署専用
之印

196

公園維持課長
都市公園法及び尼崎市都市公園条例に基づ
く許可事務専用

方20ミリ
尼崎市長公園事務専用
之印

224

北消防署園田分
署長

北消防署園田分署所管事務のうち北消防署
名で施行する文書

方36ミリ尼崎市北消防署之印198

環境創造課長会長名で施行する文書方18ミリ
尼崎市環境影響評価審
議会長之印

207

情報指令課長情報指令課長名で施行する文書方18ミリ
尼崎市消防局情報指令
課長之印

253

公文書管理・統
計担当課長

尼崎市名で施行する文書方20ミリ兵庫県尼崎市之印225

西消防署武庫分
署長

西消防署武庫分署所管事務のうち西消防署
長名で施行する文書

方18ミリ尼崎市西消防署長印272

西消防署武庫分
署長

西消防署武庫分署所管事務のうち西消防署
名で施行する文書

方20ミリ尼崎市西消防署之印271

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 長

道 路 管

理 事 務

専 用 之 印

尼 崎

市 印

尼 崎 市 長

中小企業信

用保険法事

務専用之印

尼 崎 市

保 健 所

之 印

尼 崎 市

保 健 所

長 之 印

尼 崎 市

保 健 所

長 之 印

尼 崎 市 長

保 健 所

専 用 之 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎 市 長

てん書

れい書

てん書

れい書

れい書

れい書

道路課長
道路、不用物件の占用、使用の許可その他
の道路管理者の事務(他の局、部、課及び
係に属するものを除く。)専用

方20ミリ
尼崎市長道路管理事務
専用之印

291

阪急塚口サービ
スセンター所長

国民健康保険資格確認書

阪神尼崎サービ
スセンター担当
課長

1

生活衛生課長

国民健康保険資格確認書

1

1

方6ミリ尼崎市印

れい書

れい書

れい書

保健所長名で施行する文書方18ミリ尼崎市保健所長之印

327

産業政策課長
中小企業信用保険法第2条第5項の規定によ
る認定事務専用

方20ミリ
尼崎市長中小企業信用
保険法事務専用之印

328

1

1

方6ミリ尼崎市印

334

1

れい書

れい書

れい書

生活衛生課長保健所名で施行する文書方18ミリ尼崎市保健所之印332

333

361

保健企画課長
尼崎市保健所保健企画課が所管する事務に
ついて尼崎市保健所長名で施行する文書

方18ミリ尼崎市保健所長之印

健康増進課長保健所所管事務専用方20ミリ
尼崎市長保健所専用之
印

341

南部障害者支援
課長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律の規定に基づく障害福祉サービ
ス事業、地域生活支援事業等又は児童福祉法の
規定に基づく障害児通所支援事業等に係る受給
者証の記載事項の変更事務

方7.5ミリ尼崎市印393

阪神尼崎サービ
スセンター担当
課長

国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印360

阪神尼崎サービ
スセンター担当
課長

国民健康保険資格確認書方6ミリ尼崎市印362

市民課長
特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長396

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市

都 市 整 備

局 長 之 印

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

市民課長
特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長397

市民課長
特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長399

市民課長
特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長401

市民課長
特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長398

阪神尼崎サービ
スセンター担当
課長

特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長403

市民課長
特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長400

JR尼崎サービス
センター担当課
長

特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長405

阪神尼崎サービ
スセンター担当
課長

特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長402

阪急塚口サービ
スセンター所長

特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長421

阪急塚口サービ
スセンター所長

特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

5ミリ×7ミリ尼崎市長420

JR尼崎サービス
センター担当課
長

特別永住者証明書及び在留カード（法律の
規定によりこれらのカードとみなされる外
国人登録証明書を含む。)

404 5ミリ×7ミリ尼崎市長

1

1

都市整備局企画
管理課長

都市整備局長名で施行する文書方18ミリ
尼崎市都市整備局長之
印

426

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 公

害 等 紛 争

調 整 委 員

会 長 之 印

尼 崎 市

環 境 審 議

会 長 之 印

尼 崎 市 長

地域保健事

務専用之印

尼 崎 市 長

地域保健事

務専用之印

尼 崎 市 長

地域保健事

務専用之印

尼 崎 市 長

地域保健事

務専用之印

尼 崎 市 長

地域保健事

務専用之印

尼 崎 市 長

地域保健事

務専用之印

尼 崎 市 長

地 方 卸 売

市 場 事 務

専 用 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

会 計 管

理 者 印

尼 崎 市

会 計 管 理

室 長 印

尼 崎 市 長

給 与 事 務

専 用 之 印

てん書

てん書

てん書

てん書

てん書

れい書

れい書

てん書

れい書

れい書

てん書

てん書

環境創造課長
尼崎市公害等紛争調整委員会長名で施行す
る文書

方18ミリ
尼崎市公害等紛争調整
委員会長之印

436

環境創造課長尼崎市環境審議会長名で施行する文書方18ミリ
尼崎市環境審議会長之
印

437

南部地域保健課
長

尼崎市南部保健福祉センター南部地域保健
課が所管する事務

方20ミリ
尼崎市長地域保健事務
専用之印

446

南部地域保健課
長

尼崎市南部保健福祉センター南部地域保健
課が所管する事務

方20ミリ
尼崎市長地域保健事務
専用之印

448

北部地域保健事
業担当課長

尼崎市北部保健福祉センター北部地域保健
課の所管する事務

方20ミリ
尼崎市長地域保健事務
専用之印

450

南部地域保健課
長

尼崎市南部保健福祉センター南部地域保健
課が所管する事務

方20ミリ
尼崎市長地域保健事務
専用之印

447

市場管理課長地方卸売市場所管事務専用方20ミリ
尼崎市長地方卸売市場
事務専用之印

452

北部地域保健事
業担当課長

尼崎市北部保健福祉センター北部地域保健
課の所管する事務

方20ミリ
尼崎市長地域保健事務
専用之印

449

会計管理室次長会計管理室長名で施行する文書方18ミリ尼崎市会計管理室長印455

北部地域保健事
業担当課長

尼崎市北部保健福祉センター北部地域保健
課の所管する事務

方20ミリ
尼崎市長地域保健事務
専用之印

451

会計管理室次長会計管理者名で施行する文書方20ミリ
兵庫県尼崎市会計管理
者印

454

給与課長

地方公務員等共済組合法施行令に基づく証
明事務、社会保険に関する届出に係る証明
事務、給与証明及び源泉徴収票の交付事務
並びに給与の差押えに関する事務専用

方20ミリ
尼崎市長給与事務専用
之印

459

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

尼 崎 市 長

地 域 福 祉

事 務 専 用

之 印

尼 崎 市 長

地 域 福 祉

事 務 専 用

之 印

尼崎市社会

保障審議会

委員長之印

尼 崎 市 長

税務管理部

専 用 之 印

尼 崎 市

経 済 環 境

局 長 之 印

尼

崎

市

消

防

局

企

画

管

理

課

長

之

印

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

れい書

れい書

てん書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

てん書

れい書

れい書

れい書

市民課長

市民課所管の戸籍法、住民基本台帳法及び
墓地、埋葬等に関する法律関係事務、成年
被後見人関係事務、犯罪人名簿及び破産者
名簿関係事務並びにこれらの事務に基づく
証明、回答及び報告事務専用

方20ミリ兵庫県尼崎市長之印460

南部福祉相談支
援課長

児童扶養手当受給世帯に係る定期乗車券購
入証明書等の交付事務

方15ミリ
尼崎市長地域福祉事務
専用之印

462

税務管理課長
地方税法に基づく賦課徴収関係事務及びこ
れらに基づく証明事務並びに道路運送車両
法に基づく自動車臨時運行許可事務専用

方20ミリ
尼崎市長税務管理部専
用之印

473

消防局企画管理
課

企画管理課長名をもってする文書方18ミリ
尼崎市消防局企画管理
課長之印

477

福祉課長
尼崎市社会保障審議会委員長名で施行する
文書

方18ミリ
尼崎市社会保障審議会
委員長之印

468

市民課長通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長480

北部福祉相談支
援課長

児童扶養手当受給世帯に係る定期乗車券購
入証明書等の交付事務

方15ミリ
尼崎市長地域福祉事務
専用之印

463

市民課長通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長479

JR尼崎サービス
センター担当課
長

通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長488

経済環境局企画
管理課長

経済環境局長名で施行する文書方18ミリ
尼崎市経済環境局長之
印

476

阪神尼崎サービ
スセンター担当
課長

通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長487

阪神尼崎サービ
スセンター担当
課長

通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長486

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市 長

尼 崎 市

立 保 育

所 之 印

尼 崎 市

危 機 管 理

安全局長印

尼 崎 市 長

徴 収 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市 長

児 童 扶 養

手 当 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市 長

産 業 振 興

事 務 専 用

之 印

尼崎市長再

開発施設等

維持管理事

務専用之印

尼 崎 市 長

住 宅 管 理

事 務 専 用

之 印

尼 崎 市 長

放 置 自 転

車 対 策 事

務 専 用 印

てん書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

れい書

マイナンバー
カード交付担当
課長

通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長492

阪急塚口サービ
スセンター所長

通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長490

保育運営支援課
長

尼崎市立保育所名で施行する文書方20ミリ尼崎市立保育所之印494

阪急塚口サービ
スセンター所長

通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長491

マイナンバー
カード交付担当
課長

通知カード及び個人番号カード専用4ミリ×7ミリ尼崎市長493

納税第1課長
尼崎市長名で施行する地方税法に基づく市
税の徴収事務専用

方20ミリ
尼崎市長徴税事務専用
之印

497

危機管理安全局
企画管理課長

危機管理安全局長名で施行する文書方18ミリ
尼崎市危機管理安全局
長印

495

498
尼崎市長児童扶養手当
事務専用之印

方20ミリ てん書
尼崎市長名で施行する児童扶養手当関係事
務

499
尼崎市長産業振興事務
専用之印

方20ミリ てん書

尼崎市長名で施行する次の各号に掲げる事務
⑴　産業の振興 ⑵　工業団体又は商業団体の育成指導
⑶　工業又は商業に係る中小企業の診断、経営等の改善指導及び
相談
⑷　技術開発の支援　⑸　中小企業の取引拡大の支援　⑹　リ
サーチコア
⑺　商業施設等の近代化指導　⑻　商店街振興組合
⑼　大規模小売店舗の立地に係る意見調整、調査、相談及び指導
に関する事務

商業観光課長

方20ミリ てん書
尼崎市長名で施行する再開発施設等の維持
管理等に関する事務

経済環境局部長
（経済特命担当
課長事務取扱）

こども福祉課長

方20ミリ てん書
尼崎市長名で施行する市営住宅等に係る家
賃及び修繕費用の決定並びに戸籍照会に関
する事務

住宅管理担当課
長

方20ミリ てん書
尼崎市長名で施行する放置自転車対策に関
する事務

道路維持担当課
長1

1

500
尼崎市長再開発施設等
維持管理事務専用之印

502
尼崎市長放置自転車対
策事務専用印

501
尼崎市長住宅管理事務
専用之印

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 長

水 路 管

理 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市 消

防 局 救 急

課 長 之 印

尼 崎

市 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

尼 崎 市 長

尼崎市北部

保 健 福 祉

セ ン タ ー

所 長 之 印

尼崎市南部

保 健 福 祉

セ ン タ ー

所 長 之 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

尼 崎

市 印

南部福祉相談支
援課長

516 尼崎市印 方7.5ミリ れい書

⑴　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律の規定に基づく障害福祉サービス、地域生活支援事業等又は児
童福祉法の規定に基づく障害児通所支援事業等に係る受給者証の
記載事項の変更事務
⑵　福祉タクシーチケット又はリフト付自動車派遣登録者証の交
付事務

1 障害福祉課長

515 尼崎市印 方7.5ミリ れい書
福祉タクシーチケット、リフト付自動車派
遣登録者証又は高齢者移送サービスチケッ
トの交付事務

1

介護保険事業担
当課長

514 尼崎市印 方7.5ミリ れい書
福祉タクシーチケット、リフト付自動車派
遣登録者証又は高齢者移送サービスチケッ
トの交付事務

1
北部福祉相談支
援課長

513 尼崎市印 方7.5ミリ れい書 高齢者移送サービスチケットの交付事務 1

北部保健福祉管
理課長

512
尼崎市南部保健福祉セ
ンター所長之印

方18ミリ れい書
尼崎市南部保健福祉センター所長名で施行
する文書 1

南部保健福祉管
理課長

511
尼崎市北部保健福祉セ
ンター所長之印

方18ミリ れい書
尼崎市北部保健福祉センター所長名で施行
する文書 1

方21ミリ てん書 兵庫県尼崎市長名で施行する文書
公文書管理・統
計担当課長1

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律の規定に基づく障害福
祉サービス、地域生活支援事業等又は児童
福祉法の規定に基づく障害児通所支援事業
等に係る受給者証の記載事項の変更事務

北部障害者支援
課長

505
尼崎市消防局救急課長
之印

方18ミリ れい書 尼崎市消防局救急課長名で施行する文書

506 尼崎市印 方7.5ミリ れい書

救急課長1

508 兵庫県尼崎市長之印

河港課長
尼崎市長名で施行する水路の使用許可に関
する事務てん書方20ミリ

尼崎市長水路管理事務
専用之印 1503

1

JR尼崎サービス
センター担当課
長

510 尼崎市長 4ミリ×7ミリ れい書 通知カード及び個人番号カード専用 1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 北 部

保 健 福 祉 セ

ン タ ー 所 長

障 害 福 祉 事

務 専 用 之 印

尼 崎 市 南 部

保 健 福 祉 セ

ン タ ー 所 長

障 害 福 祉 事

務 専 用 之 印

尼 崎 市 長

福 祉 相 談

支 援 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市 長

福 祉 相 談

支 援 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市 長

配 偶 者 暴 力

相 談 支 援 事

務 専 用 之 印

尼 崎 市 長

配 偶 者 暴 力

相 談 支 援 事

務 専 用 之 印

尼 崎 市

保 健 所

長 之 印

尼 崎

市 印

尼 崎 市 長

国 民 健 康

保険専用印

尼 崎 市 長

公 園 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市

こ ど も

青 少 年

局 長 之 印

尼 崎 市 長

保健所事務

専 用 之 印

1
こども青少年局
企画管理課長

福祉医療課長

526
尼崎市長国民健康保険
専用印

方20ミリ れい書 国民健康保険事務専用 1 国保年金課長

525 尼崎市印 方6ミリ れい書
尼崎市福祉医療費の助成に関する条例に基
づく福祉医療費助成制度に係る受給者証の
記載事項の変更事務

1

南部福祉相談支
援課長

522
尼崎市長配偶者暴力相
談支援事務専用之印

感染症対策担当
課長

524 尼崎市保健所長之印 方18ミリ れい書
感染症対策に関する事務について尼崎市保
健所長名で施行する文書 1

523
尼崎市長配偶者暴力相
談支援事務専用之印

方20ミリ てん書
尼崎市配偶者暴力相談支援センターに係る
事務 1

方20ミリ てん書
尼崎市配偶者暴力相談支援センターに係る
事務 1

北部福祉相談支
援課長

南部福祉相談支
援課長

北部福祉相談支
援課長

521
尼崎市長福祉相談支援
事務専用之印

方20ミリ てん書
尼崎市南部保健福祉センター南部福祉相談
支援課の所管する事務 1

520
尼崎市長福祉相談支援
事務専用之印

方20ミリ てん書
尼崎市北部保健福祉センター北部福祉相談
支援課の所管する事務 1

北部障害者支援
課長

518
尼崎市南部保健福祉セ
ンター所長障害福祉事
務専用之印

方18ミリ れい書

⑴　身体障害者手帳又は療育手帳の記載事
項の変更事務
⑵　身体障害者又は知的障害者に係る証明
事務

1
南部障害者支援
課長

517
尼崎市北部保健福祉セ
ンター所長障害福祉事
務専用之印

方18ミリ れい書

⑴　身体障害者手帳又は療育手帳の記載事
項の変更事務
⑵　身体障害者又は知的障害者に係る証明
事務

1

529
尼崎市こども青少年局
長之印

方18ミリ れい書 尼崎市こども青少年局長名で施行する文書

商業観光課長527
尼崎市長公園事務専用
之印

方20ミリ てん書
都市公園法及び尼崎市都市公園条例に基づ
く尼崎城址公園の使用の許可等の事務 1

感染症対策担当
課長

530
尼崎市長保健所事務専
用之印

方20ミリ れい書
尼崎市保健所が所管する事務（感染症対策
に関する事務に限る。） 1



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼

崎

市

消

防

局

長

之

印

尼 崎 市 長

家 庭 児 童

相 談 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市 長

戸 籍 住 民 基

本 台 帳 事 務

専 用 之 印

尼崎市長学

校給食物資

調達契約事

務専用之印

松
本

尼 崎 市

福 祉 局

長 之 印

尼 崎 市

保 健 局

長 之 印

吹
野

森
山

尼崎
市印

尼 崎 市 長

家 庭 児 童

相 談 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市 長

家 庭 児 童

相 談 事 務

専 用 之 印

533
尼崎市長戸籍住民基本
台帳事務専用之印

方20ミリ てん書

市民課所管の戸籍法、住民基本台帳法、船
員法及び墓地、埋葬等に関する法律関係事
務、尼崎市印鑑条例関係事務、成年被後見
人関係事務、犯罪人名簿及び破産者名簿関
係事務並びにこれらの事務に基づく証明、
回答及び報告事務専用

1

尼崎市消防局長之印 方24ミリ れい書 尼崎市消防局長名で施行する文書 1

市民課長

1

消防局企画管理
課長

531

方20ミリ てん書 学校給食用物資の調達に係る契約事務 1

こども相談支援
課長

532
尼崎市長家庭児童相談
事務専用之印

方20ミリ てん書
尼崎市子どもの育ち支援センターこども相
談支援課の所管する事務

学校給食課長

538 松本 楕円 れい書 戸籍事務 1 市民課長

535
尼崎市長学校給食物資
調達契約事務専用之印

1
保健局企画管理
課長

539 尼崎市福祉局長之印 方18ミリ れい書 尼崎市福祉局長名で施行する文書 1

楕円 れい書 戸籍事務 1

福祉局企画管理
課長

540 尼崎市保健局長之印 方18ミリ れい書 尼崎市保健局長名で施行する文書

市民課長

542 森山 楕円 れい書 戸籍事務 1 市民課長

541 吹野

1
北部こども家庭
支援担当課長

543 尼崎市印 10ミリ×13ミリ てん書
健康保険法に基づく日雇特例被保険者に関
する事務 1

方20ミリ てん書
要支援児童又は要保護児童に係る相談又は
支援に関する事務 1

国保年金課長

544
尼崎市長家庭児童相談
事務専用之印

方20ミリ てん書
要支援児童又は要保護児童に係る相談又は
支援に関する事務

南部こども家庭
支援担当課長

545
尼崎市長家庭児童相談
事務専用之印



整理番号 名称 寸法 書体 使用区分 個数
印章公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 長

任 用 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市 長

任 用 事 務

専 用 之 印

尼崎市南部
保健福祉セ
ンター所長
障害福祉事
務専用之印

尼 崎 市 消

防 局 財 務

課 長 之 印

尼 崎 市 消

防 局 警 防

課 長 之 印

尼 崎 市 長

任 用 事 務

専 用 之 印

尼 崎 市

児 童 相 談

所 之 印

尼 崎 市

児 童 相 談

所 長 之 印

尼 崎 市

企 画 財 政

局 長 之 印

こども企画推進
課長

553
尼崎市児童相談所長之
印

方24ミリ てん書 尼崎市児童相談所長名で施行する文書 1
こども企画推進
課長

552 尼崎市児童相談所之印 方24ミリ てん書 尼崎市児童相談所名で施行する文書 1

こども青少年局
企画管理課長

547
尼崎市長任用事務専用
之印

方20ミリ てん書
⑴　会計年度任用職員の任用に関する事務
⑵　常勤職員の証明に関する事務 1

保健局企画管理
課長

546
尼崎市長任用事務専用
之印

方20ミリ てん書 会計年度任用職員の任用に関する事務 1

障害福祉課長

549
尼崎市消防局財務課長
之印

方18ミリ れい書 尼崎市消防局財務課長名で施行する文書 1 消防局財務課長

548
尼崎市南部保健福祉セ
ンター所長障害福祉事
務専用之印

方18ミリ れい書

⑴　身体障害者手帳又は療育手帳の記載事
項の変更事務
⑵　身体障害者又は知的障害者に係る証明
事務

1

消防局警防課長

551
尼崎市長任用事務専用
之印

方20ミリ てん書
⑴　会計年度任用職員の任用に関する事務
⑵　常勤職員の証明に関する事務 1

福祉局企画管理
課長

550
尼崎市消防局警防課長
之印

方18ミリ れい書 尼崎市消防局警防課長名で施行する文書 1

企画財政局企画
管理課長

554
尼崎市企画財政局長之
印

方18ミリ れい書 尼崎市企画財政局長名で施行する文書 1



別表３　電子公印の名称等

整理番号 名称 書体 使用区分
電子公印
管理者

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

ひながた

1 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、財務会計システムに
より出力するもの

会計管理室次長

4 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、証明書コンビニ交付
システムにより出力するもの

市民課長

6 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、外国人登録システム
により出力するもの

市民課長

7 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、戸籍総合システムに
より出力するもの

市民課長

8 兵庫県尼崎市長之印 てん書

兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、住民基本台帳ネット
ワークシステムにより出力す
るもの

市民課長

15 兵庫県尼崎市之印 れい書
兵庫県尼崎市名で施行する文
書で、尼崎市障害福祉総合シ
ステムにより出力するもの

障害福祉政策担
当課長

18 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、福祉医療システムに
より出力するもの

福祉医療課長

22 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、児童扶養手当システ
ムにより出力するもの

こども福祉課長

19 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、生活保護システムに
より出力するもの

北部保健福祉管
理課長
南部保健福祉管
理課長

21 兵庫県尼崎市長之印 てん書

兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、公害健康補償情報処
理システムにより出力するも
の

疾病対策課長



整理番号 名称 書体 使用区分
電子公印
管理者

ひながた

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

尼崎市北部

保 健 福 祉

セ ン タ ー

所 長 之 印

尼崎市南部

保 健 福 祉

セ ン タ ー

所 長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

23 兵庫県尼崎市長之印 てん書

兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、子ども・子育て支援
制度システムにより出力する
もの

こども入所支援
課長

24 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、学童保育システムに
より出力するもの

児童課長

25 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、住宅管理システムに
より出力するもの

住宅管理担当課
長

29
尼崎市北部保健福祉セン
ター所長之印 れい書

尼崎市北部保健福祉センター
所長名で施行する文書で、生
活保護システムにより出力す
るもの

北部保健福祉管
理課長

30
尼崎市南部保健福祉セン
ター所長之印 れい書

尼崎市南部保健福祉センター
所長名で施行する文書で、生
活保護システムにより出力す
るもの

南部保健福祉管
理課長

33 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、年金事務処理システ
ムにより出力するもの

国保年金課長

31 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、国民健康保険システ
ムにより出力するもの

国保年金課長

35 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、被災者支援システム
により出力するもの

災害対策課長

32 兵庫県尼崎市之印 れい書
兵庫県尼崎市名で施行する文
書で、国民健康保険システム
により出力するもの

国保年金課長

34 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、後期高齢者医療制度
システムにより出力するもの

後期高齢者医療
制度担当課長



整理番号 名称 書体 使用区分
電子公印
管理者

ひながた

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

尼 崎 市 長

松
本

吹
野

森
山

37 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、介護保険システムに
より出力するもの

介護保険事業担
当課長

39 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、税務総合システムに
より出力するもの

税務管理課長
資産税課長
市民税課長
納税第１課長

36 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、住民記録システムに
より出力するもの

市民課長

40 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、屋外広告物許可管理
システムにより出力するもの

開発指導課長

38 兵庫県尼崎市之印 れい書
兵庫県尼崎市名で施行する文
書で、介護保険システムによ
り出力するもの

介護保険事業担
当課長

42 尼崎市長 れい書
尼崎市長名で施行する文書
で、住民記録システムにより
出力するもの

市民課長

41 兵庫県尼崎市長之印 てん書
兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、学校給食費徴収管理
システムにより出力するもの

学校給食課長

44 吹野 れい書
戸籍総合システムを利用して
行う戸籍事務

市民課長

43 松本 れい書
戸籍総合システムを利用して
行う戸籍事務

市民課長

45 森山 れい書
戸籍総合システムを利用して
行う戸籍事務

市民課長



整理番号 名称 書体 使用区分
電子公印
管理者

ひながた

尼 崎 市 長

国 民 健 康

保険専用印

尼 崎 市 長

国 民 健 康

保険専用印

兵 庫 県

尼 崎 市

長 之 印

財産調査ワンストップサービ
ス「ＰｉＭＳ」を利用して行
う国民健康保険事務

国保収納担当課
長

てん書
国民健康保険システムを利用
して行う国民健康保険事務

国保年金課長

48 兵庫県尼崎市長之印 てん書

兵庫県尼崎市長名で施行する
文書で、尼崎市子どもの育ち
支援システムにより出力する
もの

こども企画推進
課長

46
尼崎市長国民健康保険専
用印

47
尼崎市長国民健康保険専
用印 てん書


